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こばと保育園 重要事項説明書 

保育・施設の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

1 施設の運営主体 

事 業 者 の 名 称  社会福祉法人 弥光会 

事 業 者 の 所 在 地  福岡県田川郡川崎町大字田原 91 番地 9 

事業者の電話番号・ＦＡＸ TEL 0947-72-7687  /  FAX  0947-72-5576 

代 表 者 氏 名 榎木 康二 

定款の目的に定めた事業  

（１） 第１種社会福祉事業 
(イ)  特別養護老人ホームの経営 

（２） 第２種社会福祉事業 
(イ) 保育所の経営 
(ロ) 老人デイサービスセンターの経営 

(ハ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営 

(ニ) 老人短期入所施設の経営 

2 施設の概要 

種 別 保  育  所 

名 称  こばと保育園 

所 在 地  福岡県田川郡川崎町大字田原 91番地 9 

電 話 番 号 ・ Ｆ Ａ Ｘ  TEL 0947-72-7687  /  FAX  0947-72-5576 

施 設 長 氏 名  園長  榎木 義幸 

開 設 年 月 日  昭和 54 年 4月 1 日 

利 用 定 員 （ 年 齢 別 ） 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

5 人  7 人  10 人  12 人  13 人  13 人  

取 扱 う 保 育 事 業  延長保育 

事 業 所 番 号   
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3 施設・設備の概要 

敷 地 面 積 5163.69 ㎡ 

園 舎 

構 造 鉄骨造 １階建て 延床面積   644.11 ㎡ 

延 床 面 積 （保育所部門）     337.55 ㎡ 

施設設備の 

 

数 と 面 積 

乳 児 室  1 室 66 ㎡ 

ほ ふ く 室  1 室 10.65 ㎡ 

保 育 室  3 室 85.27 ㎡ 

遊 戯 室  1 室 65.07 ㎡ 

調 理 室  1 室 38.43 ㎡ 

調 乳 室  1 室 4.09 ㎡ 

幼児用トイレ  2 室 22.43 ㎡ 

医 務 室  1 室 4.00 ㎡ 

事 務 室  1 室 8.38 ㎡ 

そ の 他  室 33.23 ㎡ 

□ □   

設 備 の 種 類  

屋 外 遊 戯 場 （ 園 庭 ） 屋外遊戯場  661.0 ㎡（代替場所        公園） 
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4 施設の目的、運営方針 

目 的 

  保育所は、保護者の労働、又は病気の状態にあるなどのため、家庭に

おいて十分保育することができない児童を、家庭の保護者にかわって

保育をすることを目的とする施設であり、通所する児童の心身の健全

な発達を図る役割も有するものである。地域の特性を生かし、子供達

の個を大切にしながら、心身共に健やかに育つことを目的とする。 

運 営 方 針 
1. 子供の心を大切にし、子供の最善の利益を第一とする 
2. 家庭や地域社会との連携を図り、子供の成長に助力し、保護者や地

域に信頼される保育園を目指す 

5 職員体制（令和 7 年 4 月 1 日予定） 

施 設 長     １人 （資格：                 ） 

主 任 保 育 士     １人 （常勤：    １人、非常勤：     人） 

保 育 士   １３人 （常勤：   １０人、非常勤：    ３人） 

看 護 師      人 （常勤：     人、非常勤：     人） 

栄 養 士      人 （常勤：     人、非常勤：     人） 

調理員（栄養士除く）     ４人 （常勤：    １人、非常勤：    ３人） 

そ の 他 （ 事務等 ）     ２人 （常勤：    １人、非常勤：    １人） 

 

6 保育を提供する日 

開 所 日 月 ～ 土曜日 

休 所 日 日曜日、祝日、及び年末年始 

 

 

7 保育を提供する時間 

（１）開所時間 

月曜日から金曜日 7:00 ～ 20:00 

土曜日 7:00 ～ 20:00 
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（２）保育標準時間認定に関する保育時間（11 時間） 

月曜日から金曜日の保育時間（11 時間）  7:00～18:00 

土曜日の保育時間（11 時間） 7:00～18:00 

延 長 保 育 時 間 18:00～20:00 

 

（３）保育短時間認定に関する保育時間（８時間） 

月曜日から金曜日の保育時間（８時間）  8:30～16:30 

土曜日の保育時間（８時間） 8:30～16:30 

延 長 保 育 時 間 16:30～18:00 

 

8 利用料金 

利用料（利用者負担） 支給認定を受けた保護者が居住する市町村が定める利用料 

延 長 保 育 料 １時間あたり 200 円 

主 食 提 供 月額 600 円（３歳以上児のみ米代として） 

その他必要となる料金 

絵本代 1 歳児 430 円／2 歳児 430 円／ 3 歳以上児 500 円  

保護者会費 300 円、バス代(利用者のみ) 2,000 円を毎月末日

までに園に納入 

 

入園・進級する場合にかかる費用（特注サイズは別途） 

[3 歳児以上購入] 制服 3,800 円、スモック 1,650 円 

体操服上 1,540 円、体操服下 1,540 円、ｶﾗｰ帽子 1,000 円 

 

教材費 新入園児 在 園 児 

年 齢 金  額 金  額 

０歳 440 円 440 円 

１歳 440 円 440 円 

２歳 2,870 円 2,870 円 

３歳 5,115 円 3,965 円 

４歳 6,905 円 4,540 円 

５歳 7,400 円 3,345 円 
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9 支払方法 

現金払い 

 

10 提供する保育・教育の内容 

 エアロビクス 
 英語遊び 
 パソコン 
 文字・数指導 
 プール遊び 
 デイサービスとの交流 
 送迎:  希望者は共同送迎バスも利用できます 

 

＜毎日の保育の流れ＞ 

時間 乳児 幼児 

7：00  登園開始 

 自由あそび 

同左 

同左 

8：30 

 

9：00 

9：30 

 
 
 
 体操 

 
 
 
同左 

10：00 

10：50 
 おやつ 
 主活動保育 

 主活動保育 
 

11：00 

11：30 

 
 昼食、はみがき 

 
 昼食 

12：00  自由あそび  昼食、はみがき 

12：30 

 

14：30 

15：00 

 
 午睡 
 
 おやつ 

 
 午睡・自由あそび 
 午後の主活動 

15：30  自由あそび ・順次降園 

 

同左 

16：30 

 

18：00 

19：00 

 ・合同保育 
 
・延長保育（希望者） 

同左 

 

同左 
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＜保育計画（年間）＞ 

ク ラ ス 保 育 計 画 

０ 歳 児 
安全な環境の中で一人ひとりの生活リズムの安定を図りながら、生理的な

欲求を満たし心地よく過ごせるようにする。保育者との愛着関係を深め

色々な経験をしながら、興味や好奇心の芽生えを育てる。 

１ 歳 児 
安心できる環境の下で食事、排泄、衣服の着脱など、身の回りのことに興

味を持ち自分でやってみようとする。人との関わりの中で、少しずつ言葉

を覚え、要求や自分の気持ちを簡単な言葉で伝えようとする。 

２ 歳 児 
基本的生活習慣を身に付け、自分の力でしようとする意欲を育む。 

いろいろな遊びや経験の中で友だちとの関わり方を知り、自分の言葉で表

現できるようになる。 

３ 歳 児 
保育者と一緒に生活に必要な基本的生活習慣を身につけて、意欲的に過ご

す。友だちや保育士と共に生活したり遊んだりしながら、人と関わる楽し

さをより深める。 

４ 歳 児 
生活の中で必要な習慣や行動を身につけ、約束を守って過ごせるようにな

る。たくさんの活動や、遊びを通して思いやり・譲り合いの心を育てる。 

様々な経験を通して、豊かな表現意欲を育てる。 

５ 歳 児 

就学に向け、基本的生活習慣を身に付け、行儀面の徹底を行い、自主的・

意欲的に活動に取り組み、決まりを守り行動できるようになる。友達や異

年齢児との関わりの中で優しさや思いやりの気持ちを持ち、友達と協力し

て物事をやり遂げる態度を身に付ける。様々な経験を通して、達成感や感

動を友達と共有し、豊かに表現できるようになる。 

そ の 他 

（ 年 間 行 事 等 ） 

・入園式 ・親子バス遠足 ・夏祭り／お泊り保育 

・親子運動会 ・生活発表会 ・保育参観 ・卒園式 

 

＜クラス編成＞ 

年   齢 ク ラ ス 名 

０ 歳 児 ひよこ 

１ 歳 児 うさぎ 

２ 歳 児 もも 

３ 歳 児 さくら 

４ 歳 児 たんぽぽ 

５ 歳 児 ちゅーりっぷ 
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11 給食等について 

 
提供内容 

おやつ 
給食 

おやつ 
主食 副食 

０歳児 ○ ○ ○ ○ 

１歳児 ○ ○ ○ ○ 

２歳児 ○ ○ ○ ○ 

３歳児  ○ ○ ○ 

４歳児  ○ ○ ○ 

５歳児  ○ ○ ○ 

 
＜給食の提供にあたって＞ 

・自園調理  ・献立表配布  ・食育の取り組み 

＜アレルギー対応について＞ 

当園は、厚生労働省が作成する「保育所における食物アレルギー対応ガイドライン」に則り

保育園アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努めています。 

・アレルギー対応 

・アレルギー除去食 

 

 

12 保護者に用意していただくもの 

（１） 入園時にご用意いただくもの 

 各クラスの購入品 

 雑巾２枚 

 口拭き用ハンドタオル（乳児） 

 コップ、歯ブラシ、手拭きタオル → ２、３、４、５歳児 

 保護者の緊急連絡票、児童票 
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（２） 毎日持参いただくもの  

＜乳児＞ 

・おたよりノート ・着替え ・紙パンツ／トレーニングパンツ ・おしり拭き 

・ビニール袋 ・食事用エプロン ・口拭きタオル 

＜幼児＞ 

・制服着用（スモック・体操服） ・おたよりノート ・ハンカチ ・ちり紙 

 
（３） 服装について 

＜乳児＞ 自由（着脱しやすく、動きやすい服装） 

＜幼児＞ 夏： 体操服 

     冬： 私服のうえにスモックを着用 

 

＊ブーツやサンダルはお控えください 

 
13 登園・降園について 

（１）登園にあたっては、次の点に留意してください。 

 欠席する場合は、9 時 00 分までに連絡して下さい 

 着脱しやすい服装で登園させて下さい 

 朝食は家庭で食べたうえで登園させて下さい 

 おもちゃ、お菓子など、不要なものは持たせないで下さい 

 
（２）降園にあたっては、次の点に留意してください。 

・ 延長保育を利用する方は「延長利用届」を提出して下さい 

・ 保護者以外の方が送迎される場合は「代理送迎委任状」を提出して下さい 

 

14 保育園と保護者との連携について 

・連絡表  ・園だより  ・その他、ご相談などは、随時受けています 
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15 健康診断、健康管理について 

（１） 健康診断 

福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成 24 年 10 月 12 日福岡県条例 

第56号）に規定する定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和33年法律 第

56 号）に規定する健康診断に準じて実施しています。 

 園児健康診断 全園児 ２回／年 

 歯科検診   全園児 ２回／年 

 尿検査    全園児 ２回／年 

（２） 健康管理、病気のときの対応 

・ 38℃以上の発熱、また熱が無くても体調が悪い場合、家庭への連絡を行っています 

・ 「登園許可証」は感染する病気のみ 提出をお願いしています 

・ 園での与薬依頼については「お薬依頼書」を提出し、病院で処方された薬をお願いしています 

 

16 感染症対策について 

感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイ

ドライン」に則り、感染症及び食中毒の予防のための衛生管理を、適切に実施します。 

 園での予防対策は、毎日の掃除や消毒等で清潔を保つ。 

流行している場合は、職員のマスクの着用。 

感染症が発生した場合は、園だよりへの記載や各クラスに状況のお知らせを掲示する。 
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17 嘱託医 

以下の医療機関（小児科・内科）と嘱託医契約を締結しています。 

医療機関の名称  荒木小児科医院 

医 院 長 名  荒木 久昭 

所 在 地  福岡県田川郡川崎町大字田原 1021 

電 話 番 号  0947-73-2131 

 

18 嘱託歯科医 

以下の歯科医と嘱託歯科医契約を締結しています。 

医療機関の名称  手嶋歯科 

医 院 長 名  手嶋 裕治 

所 在 地  福岡県田川郡川崎町大字田原 1262 

電 話 番 号  0947-72-8855 

 

19 地域防災拠点、広域避難場所 

保育所近隣の地域防災拠点、広域避難場所は次のとおりです。 

地域防災拠点  川崎町役場 

広域避難場所  川崎東小学校 

その他  

 

20 緊急時における対応 

保育・教育の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、お子さまの保護

者の方があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡します。また、嘱託医又は子どもの主治医に相談する等

の措置を講じます。保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育所が

責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承願います。 
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＜近隣の緊急連絡先＞ 

警察署  田川警察署 0947-42-0110 

消防署  田川消防署 川崎分署 0947-72-3007 

 

21 非常災害時の対策 

非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに 

毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施しています。 

防火管理者  三浦 健太郎 

消防計画届出年月日 消防署 2013 年 10 月 28 日 

避難訓練 非常ベルを鳴らし安全な場所へ避難する。毎月実施 

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器 

22 賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険の種類  超ビジネス保険（事業活動包括保険） 

保険の内容  賠償責任・傷害保険 

保険金額  142,161 円 

 

23 業務の質の評価について 

 

保育所の自己評価 １年に１度、掲示板にて報告しています。 

外部評価 令和 ６年度実施なし。 
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24 苦情相談窓口 

要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談・苦情受付担当者 
氏名  大岩 純子 

電話番号 0947-72-7687 

相談・苦情解決責任者 
氏名  榎木 義幸 

電話番号 0947-72-7687 

第三者委員 

西村 孝利 

電話番号 0948-57-0440 

役職・肩書等  監事 

亀井 研二 

電話番号 090-8918-0947 

役職・肩書等  監事 

福岡県運営適正化委員会 電話番号：092-915-3511 ，ファクス番号：092-584-3790 

受付方法： 面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。   

玄関の入り口にご意見箱を設置しています。 

25 利用の終了に関する事項 

  当園は、以下の場合には保育の提供を終了します。 

① 園児が小学校に就学したとき 

② 園児の保護者が、児童福祉法または子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなく

なったとき 

③ 保護者から利用の終了の申し出があったとき 

④ その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき、あるいは本規定を承諾

した後、これに違反し、是正しないとき 
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26 個人情報の取り扱いについて 

 当園では、入所児童及びその保護者並びにそのご家族に係る個人情報について、以下の目的の

ために必要最小限の範囲内において使用いたします。 

① 小学校への円滑な移行が図れるように、卒園に当たり入学予定の小学校との間での情報共有 

② 他の保育所等へ転園する場合やその他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合において、他の

施設との間で必要な情報提供 

③ 緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供 

④ 保育指導や記録、その他の保育サービスの提供のため 

 


